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○
環
境
省
告
示
第
二
十
五
号

環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
書
類
で
あ
っ
て
そ
の
作
成
の
根
拠
が
条
例
又
は
地
方
公
共
団
体
に
係
る
行
政
指
導
等
で
あ
る
も
の
を
次
の
よ
う

に
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
二
年

三
月

九
日

環
境
大
臣

小
泉
進
次
郎

（
書
類
の
指
定
の
対
象
と
な
る
事
業
）

第
一
条

次
条
に
よ
る
書
類
の
指
定
は
、
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
五

十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
別
表
第
一
の
五
の
項

の
ル
及
び
ヲ
の
第
二
欄
又
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
事
業
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
指
定
）

第
二
条

環
境
影
響
評
価
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
で
あ
っ
て
そ
の
作

成
の
根
拠
が
条
例
又
は
地
方
公
共
団
体
に
係
る
行
政
指
導
等
で
あ
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
ご
と
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に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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一

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

一

山
形
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
七
月
山
形
県
条
例
第
二
十
九
号
。
以
下

一
号
に
掲
げ
る
書
類

「
山
形
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画

段
階
環
境
配
慮
書

二

茨
城
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
三
月
茨
城
県
条
例
第
七
号
。
以
下
「
茨

城
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段
階

環
境
配
慮
書

三

長
野
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
三
月
長
野
県
条
例
第
十
二
号
。
以
下
「
長

野
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段
階

環
境
配
慮
書

四

愛
知
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
愛
知
県
条
例
第
四
十
七
号
。
以
下

「
愛
知
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画

段
階
環
境
配
慮
書
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五

滋
賀
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
滋
賀
県
条
例
第
四
十
号
。
以
下
「

滋
賀
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段

階
環
境
配
慮
書

六

京
都
府
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
十
月
京
都
府
条
例
第
十
七
号
。
以
下
「
京

都
府
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段
階
環
境
配

慮
書

七

鳥
取
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
鳥
取
県
条
例
第
二
十
四
号
。
以
下

「
鳥
取
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段
階
環

境
配
慮
書

八

島
根
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
十
月
島
根
県
条
例
第
三
十
四
号
。
以
下

「
島
根
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画

段
階
環
境
配
慮
書

九

山
口
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
山
口
県
条
例
第
三
十
七
号
。
以
下
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「
山
口
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画

段
階
環
境
配
慮
書

十

徳
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
徳
島
県
条
例
第
二
十
六
号
。
以
下

「
徳
島
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段
階
環

境
配
慮
書

十
一

香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
三
月
香
川
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「

香
川
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段

階
環
境
配
慮
書

十
二

長
崎
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
十
月
長
崎
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以

下
「
長
崎
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段

階
環
境
配
慮
書

十
三

熊
本
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
六
月
熊
本
県
条
例
第
六
十
一
号
。
以

下
「
熊
本
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
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画
段
階
環
境
配
慮
書

十
四

大
分
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
三
月
大
分
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下

「
大
分
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画

段
階
環
境
配
慮
書

十
五

大
分
県
条
例
第
二
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段
階
環
境
配
慮
書

十
六

千
葉
市
計
画
段
階
環
境
影
響
評
価
実
施
要
綱
（
平
成
二
十
六
年
三
月
千
葉
市
制
定

）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段
階
環
境
配
慮
書

十
七

川
崎
市
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
十
二
月
川
崎
市
条
例
第
四

十
八
号
。
以
下
「
川
崎
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環

境
配
慮
計
画
書

十
八

新
潟
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
新
潟
市
条
例
第
五
号
。
以
下

「
新
潟
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段
階
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環
境
配
慮
計
画
書

十
九

静
岡
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
二
十
七
年
三
月
静
岡
市
条
例
第
十
二
号
。
以

下
「
静
岡
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段

階
環
境
配
慮
書

二
十

浜
松
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
二
十
八
年
三
月
浜
松
市
条
例
第
四
十
八
号
。

以
下
「
浜
松
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画

段
階
環
境
配
慮
書

二
十
一

名
古
屋
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
名
古
屋
市
条
例
第
四
十

号
。
以
下
「
名
古
屋
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
計
画
段
階
環
境
配
慮
書

二
十
二

京
都
市
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
京
都
市
条
例
第

四
十
四
号
。
以
下
「
京
都
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

配
慮
書
案
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二
十
三

堺
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
八
年
十
二
月
堺
市
条
例
第
七
十
八
号
。
以

下
「
堺
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
配
慮
計
画

書
二
十
四

神
戸
市
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
十
月
神
戸
市
条
例
第
二

十
九
号
。
以
下
「
神
戸
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作

成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
事
前
配
慮
書

二
十
五

岡
山
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
三
十
年
三
月
岡
山
市
条
例
第
四
十
号
。
以

下
「
岡
山
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段

階
環
境
配
慮
書

二
十
六

北
九
州
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
三
月
北
九
州
市
条
例
第
十
一
号
。

以
下
「
北
九
州
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
計
画
段
階
環
境
配
慮
書

二
十
七

福
岡
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
三
月
福
岡
市
条
例
第
十
八
号
。
以
下
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「
福
岡
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
計
画
段
階
環

境
配
慮
書

二

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

一

青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
六
号
。
以

三
号
に
掲
げ
る
書
類

下
「
青
森
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影

響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
青
森
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
青
森
県
知
事
へ
の
提

出
並
び
に
青
森
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
青
森
県
条
例
第
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二

環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
三
月
宮
城
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
宮
城
県
条
例

」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て

、
宮
城
県
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宮
城
県
知
事
及
び
第
一
種
事
業
に
係
る

環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送

付
並
び
に
宮
城
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
宮
城
県
条
例
第
七
条
の
二
第
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一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三

秋
田
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
七
月
秋
田
県
条
例
第
百
三
十
七
号
。
以

下
「
秋
田
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影

響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
秋
田
県
条
例
第
六
条
の
規
定
よ
る
秋
田
県
知
事
及
び
対
象

事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町

村
長
へ
の
送
付
並
び
に
秋
田
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
秋
田
県
条
例
第

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四

山
形
県
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で

あ
っ
て
、
山
形
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
山
形
県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係
る
環

境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付

並
び
に
山
形
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
山
形
県
条
例
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

五

福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
福
島
県
条
例
第
六
十
四
号
。
以
下
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「
福
島
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響

評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
福
島
県
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
及
び
対
象

事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町

村
長
へ
の
送
付
並
び
に
福
島
県
条
例
第
八
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
福
島
県
条
例
第

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

六

茨
城
県
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で

あ
っ
て
、
茨
城
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
茨
城
県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係
る
環

境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付

並
び
に
茨
城
県
条
例
第
七
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
茨
城
県
条
例
第
七
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

七

埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
十
二
月
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
。
以
下

「
埼
玉
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響

評
価
調
査
計
画
書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
埼
玉
県
知
事
へ
の
提
出
並
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び
に
埼
玉
県
条
例
第
六
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
埼
玉
県
条
例
第
六
条
の
二

第
一
項
又
は
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

八

新
潟
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
十
月
新
潟
県
条
例
第
三
十
八
号
。
以
下

「
新
潟
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響

評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
新
潟
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
新
潟
県
知
事
及
び
対
象

事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町

村
長
へ
の
送
付
並
び
に
新
潟
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
新
潟
県
条
例
第

七
条
の
二
第
一
項
の
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

九

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
三
月
山
梨
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
山
梨

県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方

法
書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係
る
環

境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付

並
び
に
山
梨
県
条
例
第
八
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
山
梨
県
条
例
第
八
条
の
二
第
一
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項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十

長
野
県
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で

あ
っ
て
、
長
野
県
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
長
野
県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係
る
環

境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付

並
び
に
長
野
県
条
例
第
八
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
長
野
県
条
例
第
八
条
の
二
第
一

項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
一

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
七
年
三
月
岐
阜
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
岐

阜
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書

で
あ
っ
て
、
岐
阜
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
提
出
並
び
に
岐
阜
県
条
例
第
八
条

第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
岐
阜
県
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
二

静
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
三
月
静
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以

下
「
静
岡
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
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響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
静
岡
県
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
静
岡
県
知
事
及
び
対

象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市

町
村
の
長
へ
の
送
付
並
び
に
静
岡
県
条
例
第
十
一
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
静
岡
県

条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
三

愛
知
県
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書

で
あ
っ
て
、
愛
知
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
愛
知
県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係
る

環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送

付
並
び
に
愛
知
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
愛
知
県
条
例
第
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
四

三
重
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
三
重
県
条
例
第
四
十
九
号
。
以

下
「
三
重
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影

響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
三
重
県
知
事
及
び
対
象
事
業

に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
長
へ
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の
送
付
並
び
に
三
重
県
条
例
第
六
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
三
重
県
条
例
第

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
五

滋
賀
県
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書

で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
滋
賀
県
知
事
及
び
調
査
地
域
を
管
轄
す
る
市

町
長
へ
の
送
付
並
び
に
滋
賀
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
滋
賀
県
条
例
第

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
六

京
都
府
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で
あ
っ

て
、
京
都
府
知
事
及
び
当
該
方
法
書
に
係
る
調
査
地
域
を
所
管
す
る
市
町
村
長
へ
の
提

出
並
び
に
京
都
府
条
例
第
十
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
京
都
府
条
例
第
十
条

の
二
第
一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
七

和
歌
山
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
和
歌
山
県
条
例
第
十
号
。
以

下
「
和
歌
山
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境

影
響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
和
歌
山
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
和
歌
山
県
知
事
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及
び
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄

す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
並
び
に
和
歌
山
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
和

歌
山
県
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
八

鳥
取
県
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で
あ
っ

て
、
鳥
取
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
鳥
取
県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影

響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
並
び

に
鳥
取
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
鳥
取
県
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
九

島
根
県
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書

で
あ
っ
て
、
島
根
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
島
根
県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係
る

環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送

付
並
び
に
島
根
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
島
根
県
条
例
第
七
条
の
二
第

一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の
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二
十

広
島
県
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
十
月
広
島
県
条
例
第
二
十
一

号
。
以
下
「
広
島
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

環
境
影
響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
広
島
県
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
島

県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域

を
管
轄
す
る
市
町
長
へ
の
送
付
並
び
に
広
島
県
条
例
第
七
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧

並
び
に
広
島
県
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
一

山
口
県
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法

書
で
あ
っ
て
、
山
口
県
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
山
口
県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係

る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
長
へ
の
送

付
並
び
に
山
口
県
条
例
第
八
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
山
口
県
条
例
第
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
二

徳
島
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で
あ

っ
て
、
徳
島
県
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
徳
島
県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係
る
環
境
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影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
並

び
に
徳
島
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
徳
島
県
条
例
第
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
三

香
川
県
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で
あ

っ
て
、
香
川
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
香
川
県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係
る
環
境

影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
長
へ
の
送
付
並
び

に
香
川
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
香
川
県
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
又

は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
四

長
崎
県
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方

法
書
で
あ
っ
て
、
長
崎
県
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
長
崎
県
知
事
及
び
環
境
影
響

評
価
実
施
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
の
長
へ
の
送
付
並
び
に
長
崎
県
条
例
第
十
八
条
の
公

告
及
び
縦
覧
並
び
に
長
崎
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経

た
も
の
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二
十
五

熊
本
県
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法

書
で
あ
っ
て
、
熊
本
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
熊
本
県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係

る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の

送
付
並
び
に
熊
本
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
熊
本
県
条
例
第
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
六

大
分
県
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
実
施
計
画
書

で
あ
っ
て
、
大
分
県
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
知
事
及
び
第
一
種
対

象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市

町
村
長
へ
の
提
出
並
び
に
大
分
県
条
例
第
七
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
大
分

県
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
七

宮
崎
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
宮
崎
県
条
例
第
十
二
号
。
以

下
「
宮
崎
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影

響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
宮
崎
県
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
宮
崎
県
知
事
及
び
対
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象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市

町
村
長
へ
の
送
付
並
び
に
宮
崎
県
条
例
第
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
宮
崎
県
条
例

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
八

鹿
児
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
鹿
児
島
県
条
例
第
二
十
六

号
。
以
下
「
鹿
児
島
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
鹿
児
島
県
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
鹿
児
島

県
知
事
及
び
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域

を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
並
び
に
鹿
児
島
県
条
例
第
八
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並

び
に
鹿
児
島
県
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
九

仙
台
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
仙
台
市
条
例
第
四
十
四
号
。

以
下
「
仙
台
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境

影
響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
仙
台
市
長
へ
の
提
出
並
び
に
仙
台
市
条
例
第
八
条
第
一

項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
仙
台
市
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
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手
続
を
経
た
も
の

三
十

さ
い
た
ま
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
五
年
三
月
さ
い
た
ま
市
条
例
第
三
十

二
号
。
以
下
「
さ
い
た
ま
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
さ
い
た

ま
市
長
へ
の
提
出
並
び
に
さ
い
た
ま
市
条
例
第
九
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
さ
い
た

ま
市
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た

も
の

三
十
一

千
葉
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
九
月
千
葉
市
条
例
第
三
十
九
号
。
以

下
「
千
葉
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影

響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
千
葉
市
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
千
葉
市
長
へ
の
提
出

並
び
に
千
葉
市
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
千
葉
市
条
例
第
十
一

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
二

横
浜
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
横
浜
市
条
例
第
四
十
六
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号
。
以
下
「
横
浜
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
横
浜
市
長
へ
の
提

出
並
び
に
横
浜
市
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
横
浜
市
条
例
第
十

九
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知

の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
三

川
崎
市
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
条
例
環
境
影
響
評
価
方
法
書

で
あ
っ
て
、
川
崎
市
長
へ
の
提
出
並
び
に
川
崎
市
条
例
第
十
一
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並

び
に
川
崎
市
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
四

新
潟
市
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法

書
で
あ
っ
て
、
新
潟
市
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
新
潟
市
長
へ
の
送
付
並
び
に
新
潟

市
条
例
第
九
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
新
潟
市
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四

項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
五

静
岡
市
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
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法
書
で
あ
っ
て
、
静
岡
市
長
へ
の
届
出
並
び
に
静
岡
市
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦

覧
並
び
に
静
岡
市
条
例
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手

続
を
経
た
も
の

三
十
六

浜
松
市
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で

あ
っ
て
、
浜
松
市
長
へ
の
提
出
並
び
に
浜
松
市
条
例
第
十
八
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び

に
浜
松
市
条
例
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経

た
も
の

三
十
七

名
古
屋
市
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方

法
書
で
あ
っ
て
、
名
古
屋
市
長
へ
の
提
出
並
び
に
名
古
屋
市
条
例
第
十
条
の
告
示
及
び

縦
覧
並
び
に
名
古
屋
市
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
周
知

の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
八

京
都
市
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で

あ
っ
て
、
京
都
市
長
へ
の
提
出
並
び
に
京
都
市
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
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覧
並
び
に
京
都
市
条
例
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手

続
を
経
た
も
の

三
十
九

堺
市
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法

書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
堺
市
長
へ
の
提
出
並
び
に
堺
市
条
例
第
十

六
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
堺
市
条
例
第
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十

神
戸
市
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
実
施
計

画
書
で
あ
っ
て
、
神
戸
市
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
神
戸
市
長
へ
の
提
出
並

び
に
同
条
第
二
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
神
戸
市
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も

の
四
十
一

尼
崎
市
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
三
月
尼
崎
市
条
例
第

九
号
。
以
下
「
尼
崎
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
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影
響
評
価
実
施
計
画
書
で
あ
っ
て
、
尼
崎
市
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
尼
崎

市
長
へ
の
提
出
並
び
に
同
条
第
二
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
尼
崎
市
条
例
第
十
条
の

二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
二

岡
山
市
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方

法
書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
岡
山
市
長
へ
の
送
付
並
び
に
岡
山
市
条

例
第
十
三
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
岡
山
市
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
三

広
島
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
三
月
広
島
市
条
例
第
三
十
号
。
以

下
「
広
島
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影

響
評
価
実
施
計
画
書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
広
島
市
長
へ
の
提
出
並

び
に
広
島
市
条
例
第
八
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
広
島
市
条
例
第
八
条
の
二

第
一
項
又
は
第
五
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
四

北
九
州
市
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書
で
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あ
っ
て
、
北
九
州
市
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
北
九
州
市
長
へ
の
提
出
並
び

に
同
条
第
二
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
北
九
州
市
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第

三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
五

福
岡
市
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法

書
で
あ
っ
て
、
福
岡
市
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
福
岡
市
長
へ
の
提
出
並
び
に
福
岡

市
条
例
第
七
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
福
岡
市
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

一

青
森
県
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
青
森
県
知
事
へ
の
提
出
を
経
た
青
森
県

四
号
に
掲
げ
る
書
類

条
例
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か

っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面

二

宮
城
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
宮
城
県
知
事
及
び
宮
城
県
条
例
第
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
宮
城
県
条
例
第
八
条
第
一
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項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

三

秋
田
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
秋
田
県
知
事
及
び
秋
田
県
条
例
第
六
条
に
規
定

す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
秋
田
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載

し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

四

山
形
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
山
形
県
知
事
及
び
方
法
書
関
係
市
町
村
長
へ
の

送
付
を
経
た
山
形
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見

書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

五

福
島
県
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
及
び
福
島
県
条
例
第
七
条
の
市
町

村
長
へ
の
送
付
を
経
た
福
島
県
条
例
第
九
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

六

茨
城
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
茨
城
県
知
事
及
び
茨
城
県
条
例
第
六
条
に
規
定

す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
茨
城
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の
意

見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類
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七

埼
玉
県
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
埼
玉
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の

送
付
を
経
た
同
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

八

新
潟
県
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
潟
県
知
事
及
び
新
潟
県
条
例
第
六
条

に
規
定
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
新
潟
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要

を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

九

山
梨
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
知
事
及
び
山
梨
県
条
例
第
七
条

第
三
項
に
規
定
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
山
梨
県
条
例
第
九

条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

十

長
野
県
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
長
野
県
知
事
及
び
長
野
県
条
例
第
七
条
に
規
定

す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
長
野
県
条
例
第
九
条
第
一
項
の
意

見
書
の
写
し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

十
一

岐
阜
県
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ

の
提
出
を
経
た
岐
阜
県
条
例
第
九
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
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載
し
た
報
告
書

十
二

静
岡
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
静
岡
県
知
事
及
び
市
町
村
長
へ
の

送
付
を
経
た
静
岡
県
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意

見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

十
三

愛
知
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
愛
知
県
知
事
及
び
愛
知
県
条
例
第
六
条
に
規

定
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
愛
知
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記

載
し
た
書
類

十
四

三
重
県
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
三
重
県
知
事
及
び
方
法
書
関
係
市
町
長
へ
の

送
付
を
経
た
三
重
県
条
例
第
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見

書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

十
五

滋
賀
県
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
滋
賀
県
知
事
及
び
調
査
地
域
市
町
長

へ
の
送
付
を
経
た
同
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た

旨
を
記
載
し
た
書
類
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十
六

京
都
府
条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
及
び
調
査
地
域
市
町
村
長

へ
の
送
付
を
経
た
同
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

十
七

和
歌
山
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
和
歌
山
県
知
事
及
び
和
歌
山
県
条
例
第
六

条
に
規
定
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
和
歌
山
県
条
例
第
八
条

第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記

載
し
た
書
類

十
八

鳥
取
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
鳥
取
県
知
事
及
び
鳥
取
県
条
例
第
六
条
に
規

定
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
鳥
取
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の

意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

十
九

島
根
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
島
根
県
知
事
及
び
島
根
県
条
例
第
六
条
に
規

定
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
島
根
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の

意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書

類
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二
十

広
島
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
広
島
県
知
事
及
び
広
島
県
条
例
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
長
へ
の
送
付
を
経
た
広
島
県
条
例
第
八
条
第
一

項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
十
一

山
口
県
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
山
口
県
知
事
及
び
山
口
県
条
例
第
七
条
に

規
定
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
長
へ
の
送
付
を
経
た
山
口
県
条
例
第
九
条
第
一
項
の

意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書

類
二
十
二

徳
島
県
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
徳
島
県
知
事
及
び
徳
島
県
条
例
第
七
条
に

規
定
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
徳
島
県
条
例
第
九
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を

記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

二
十
三

香
川
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
香
川
県
知
事
及
び
香
川
県
条
例
第
六
条
に

規
定
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
長
へ
の
送
付
を
経
た
香
川
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の

意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
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二
十
四

長
崎
県
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
長
崎
県
知
事
及
び
管
轄
市
町
の
長
へ

の
送
付
を
経
た
長
崎
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は

意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

二
十
五

熊
本
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
熊
本
県
知
事
及
び
熊
本
県
条
例
第
六
条
に

規
定
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
熊
本
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を

記
載
し
た
書
類

二
十
六

大
分
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
知
事
及
び
大
分
県
条
例
第
六
条
第

一
項
の
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
提
出
を
経
た
大
分
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の

意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書

面
二
十
七

宮
崎
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
宮
崎
県
知
事
及
び
宮
崎
県
条
例
第
六
条
に

規
定
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
宮
崎
県
条
例
第
八
条
第
一
項

の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
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書
類

二
十
八

鹿
児
島
県
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
鹿
児
島
県
知
事
及
び
鹿
児
島
県
条
例
第

七
条
に
規
定
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
鹿
児
島
県
条
例
第
九

条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
十
九

仙
台
市
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仙
台
市
長
へ
の
送
付
を
経
た
同
条

第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記

載
し
た
書
面

三
十

さ
い
た
ま
市
条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
さ
い
た
ま
市
長
へ
の
送
付
を
経

た
同
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た

旨
を
記
載
し
た
書
面

三
十
一

千
葉
市
条
例
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同
条

第
一
項
の
意
見
書
の
写
し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面

三
十
二

横
浜
市
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同
条
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第
一
項
の
意
見
書
の
写
し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面

三
十
三

川
崎
市
条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
行
為
者
へ
の
送
付
を
経

た
同
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

三
十
四

新
潟
市
条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同
条
第

一
項
の
意
見
書
の
写
し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面

三
十
五

静
岡
市
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同
条

第
一
項
の
意
見
の
写
し

三
十
六

浜
松
市
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
事
業
者
へ
の
送
付
を
経

た
同
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た

書
面

三
十
七

名
古
屋
市
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同

条
第
一
項
の
意
見
の
写
し

三
十
八

京
都
市
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
類
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
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た
同
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

三
十
九

堺
市
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た

同
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

四
十

神
戸
市
条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同
条
第

一
項
の
意
見
の
写
し

四
十
一

尼
崎
市
条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同
条

第
一
項
の
実
施
計
画
意
見
書
の
写
し

四
十
二

岡
山
市
条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同
条

第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

四
十
三

広
島
市
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
広
島
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
同
条

第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
が

提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面

四
十
四

北
九
州
市
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同
条
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第
一
項
の
意
見
書

四
十
五

福
岡
市
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
福
岡
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
福
岡

市
条
例
第
八
条
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
福
岡
市
条
例
第
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面

四

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

一

青
森
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載
し

五
号
に
掲
げ
る
書
類

た
書
面

二

宮
城
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載
し

た
書
面

三

秋
田
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秋
田
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載
し

た
書
面

四

山
形
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
形
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載
し

た
書
面
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五

福
島
県
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

六

茨
城
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
茨
城
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載
し

た
書
面

七

埼
玉
県
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
埼
玉
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載
し

た
書
面

八

新
潟
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
潟
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載
し

た
書
面

九

山
梨
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

十

長
野
県
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
長
野
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

十
一

岐
阜
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
第
一
次
意
見
書
で
あ
っ
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て
、
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

十
二

静
岡
県
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
静
岡
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

十
三

愛
知
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
愛
知
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

十
四

三
重
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
三
重
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

十
五

滋
賀
県
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
滋
賀
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

十
六

京
都
府
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
意
見
書
で
あ
っ
て
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

十
七

和
歌
山
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
和
歌
山
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面
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十
八

鳥
取
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
取
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

十
九

島
根
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
島
根
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

二
十

広
島
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
広
島
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

二
十
一

山
口
県
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
口
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

二
十
二

徳
島
県
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徳
島
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

二
十
三

香
川
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
香
川
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

二
十
四

長
崎
県
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
長
崎
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
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を
記
載
し
た
書
面

二
十
五

熊
本
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
熊
本
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

二
十
六

大
分
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
分
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

二
十
七

宮
崎
県
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宮
崎
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

二
十
八

鹿
児
島
県
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鹿
児
島
県
知
事
が
述
べ
た
意

見
を
記
載
し
た
書
面

二
十
九

仙
台
市
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仙
台
市
長
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

三
十

さ
い
た
ま
市
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
い
た
ま
市
長
が
述
べ
た
意

見
を
記
載
し
た
書
面
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三
十
一

千
葉
市
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
千
葉
市
長
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

三
十
二

横
浜
市
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
横
浜
市
長
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

三
十
三

川
崎
市
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
条
例
方
法
審
査
書

で
あ
っ
て
、
川
崎
市
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
行
為
者
へ
の
送
付
を
経
た

も
の

三
十
四

新
潟
市
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
潟
市
長
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

三
十
五

静
岡
市
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
静
岡
市
長
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

三
十
六

浜
松
市
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
浜
松
市
長
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面
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三
十
七

名
古
屋
市
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
方
法
意
見
書
で

あ
っ
て
、
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

三
十
八

京
都
市
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
京
都
市
長
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

三
十
九

堺
市
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
方
法
審
査
書
で
あ
っ

て
、
第
一
種
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

四
十

神
戸
市
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
実
施
計
画
書
に
係
る

市
長
意
見
書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
七
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

四
十
一

尼
崎
市
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
実
施
計
画
審
査
書

で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

四
十
二

岡
山
市
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岡
山
市
長
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面
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四
十
三

広
島
市
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
広
島
市
長
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

四
十
四

北
九
州
市
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
北
九
州
市
長
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

四
十
五

福
岡
市
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
方
法
書
市
長
意
見
で

あ
っ
て
、
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

五

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

一

青
森
県
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書

六
号
に
掲
げ
る
書
類

で
あ
っ
て
、
青
森
県
条
例
第
十
六
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
青
森
県
条
例
第
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二

宮
城
県
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で
あ
っ

て
、
宮
城
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
宮
城
県
条
例
第
十
六
条
第
一
項

又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
二
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
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続
を
経
た
も
の

三

秋
田
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書

で
あ
っ
て
、
秋
田
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
秋
田
県
条
例
第
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四

山
形
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書

で
あ
っ
て
、
山
形
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
山
形
県
条
例
第
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

五

福
島
県
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書

で
あ
っ
て
、
福
島
県
条
例
第
十
六
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
福
島
県
条
例
第
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

六

茨
城
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書

で
あ
っ
て
、
茨
城
県
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
茨
城
県
条
例
第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の
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七

埼
玉
県
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で
あ
っ
て

、
埼
玉
県
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
埼
玉
県
条
例
第
十
三
条
第

一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知

の
手
続
を
経
た
も
の

八

新
潟
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書

で
あ
っ
て
、
新
潟
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
新
潟
県
条
例
第
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

九

富
山
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
六
月
富
山
県
条
例
第
三
十
八
号
。
以
下

「
富
山
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影

響
評
価
準
備
書
で
あ
っ
て
、
富
山
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
富
山
県

条
例
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十

ふ
る
さ
と
石
川
の
環
境
を
守
り
育
て
る
条
例
（
平
成
十
六
年
三
月
石
川
県
条
例
第
十

六
号
。
以
下
「
石
川
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
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さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で
あ
っ
て
、
石
川
県
条
例
第
二
百
十
二
条
の
公
告
及
び

縦
覧
並
び
に
石
川
県
条
例
第
二
百
十
三
条
第
一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周

知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
一

山
梨
県
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備

書
で
あ
っ
て
、
山
梨
県
条
例
第
十
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
山
梨
県
条
例
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
二

長
野
県
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備

書
で
あ
っ
て
、
長
野
県
条
例
第
十
六
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
長
野
県
条
例
第
十
七

条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
二
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
三

岐
阜
県
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で
あ

っ
て
、
岐
阜
県
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
岐
阜
県
条
例
第
十
五

条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
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の
手
続
を
経
た
も
の

十
四

静
岡
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備

書
で
あ
っ
て
、
静
岡
県
条
例
第
十
九
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
静
岡
県
条
例
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
五

愛
知
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備

書
で
あ
っ
て
、
愛
知
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
愛
知
県
条
例
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
六

三
重
県
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で
あ

っ
て
、
三
重
県
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
三
重
県
条
例
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
七

滋
賀
県
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備

書
で
あ
っ
て
、
滋
賀
県
条
例
第
十
四
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
滋
賀
県
条
例
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の
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十
八

京
都
府
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備

書
で
あ
っ
て
、
京
都
府
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
京
都
府
条
例

第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

十
九

大
阪
府
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
三
月
大
阪
府
条
例
第
三
号
。
以
下
「
大

阪
府
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評

価
準
備
書
で
あ
っ
て
、
大
阪
府
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
公
示
及
び
縦
覧
並
び
に
大
阪

府
条
例
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
五
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十

和
歌
山
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準

備
書
で
あ
っ
て
、
和
歌
山
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
和
歌
山
県
条
例

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
一

鳥
取
県
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で

あ
っ
て
、
鳥
取
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
鳥
取
県
条
例
第
十
六
条
第

一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の
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二
十
二

島
根
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準

備
書
で
あ
っ
て
、
島
根
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
島
根
県
条
例
第
十

六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
二
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ

る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
三

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
三
月
岡
山
県
条
例
第

七
号
。
以
下
「
岡
山
県
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ

れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で
あ
っ
て
、
岡
山
県
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
公
告
及
び

縦
覧
並
び
に
岡
山
県
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
四

広
島
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準

備
書
で
あ
っ
て
、
広
島
県
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
広
島
県
条

例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
五

山
口
県
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準

備
書
で
あ
っ
て
、
山
口
県
条
例
第
十
六
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
山
口
県
条
例
第
十
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七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
六

徳
島
県
条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で

あ
っ
て
、
徳
島
県
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
徳
島
県
条
例
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
七

香
川
県
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で

あ
っ
て
、
香
川
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
香
川
県
条
例
第
十
六
条
第

一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
二
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知

の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
八

長
崎
県
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

準
備
書
で
あ
っ
て
、
長
崎
県
条
例
第
二
十
六
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
長
崎
県
条
例

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

二
十
九

熊
本
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準

備
書
で
あ
っ
て
、
熊
本
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
熊
本
県
条
例
第
十



- 51 -

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十

大
分
県
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で
あ

っ
て
、
大
分
県
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
大
分
県
条
例
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
一

宮
崎
県
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準

備
書
で
あ
っ
て
、
宮
崎
県
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
宮
崎
県
条
例
第
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
二

鹿
児
島
県
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

準
備
書
で
あ
っ
て
、
鹿
児
島
県
条
例
第
十
六
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
鹿
児
島
県
条

例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
三

仙
台
市
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準

備
書
で
あ
っ
て
、
仙
台
市
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
仙
台
市
条

例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の
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三
十
四

さ
い
た
ま
市
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評

価
準
備
書
で
あ
っ
て
、
さ
い
た
ま
市
条
例
第
十
五
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
さ
い
た

ま
市
条
例
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
の
二
第
三
項
後

段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
五

千
葉
市
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準

備
書
で
あ
っ
て
、
千
葉
市
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
千
葉
市
条

例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
六

横
浜
市
条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書

で
あ
っ
て
、
横
浜
市
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
横
浜
市
条
例

第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
九
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
七

川
崎
市
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
条
例
環
境
影
響
評

価
準
備
書
で
あ
っ
て
、
川
崎
市
条
例
第
十
九
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
川
崎
市
条
例
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第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
八

新
潟
市
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準

備
書
で
あ
っ
て
、
新
潟
市
条
例
第
十
七
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
新
潟
市
条
例
第
十

八
条
第
一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

三
十
九

静
岡
市
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

準
備
書
で
あ
っ
て
、
静
岡
市
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
静
岡

市
条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も

の
四
十

浜
松
市
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で

あ
っ
て
、
浜
松
市
条
例
第
二
十
六
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
浜
松
市
条
例
第
二
十
八

条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周

知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
一

名
古
屋
市
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
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準
備
書
で
あ
っ
て
、
名
古
屋
市
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
告
示
及
び
縦
覧
並
び
に
名
古

屋
市
条
例
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
二

京
都
市
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書

で
あ
っ
て
、
京
都
市
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
京
都
市
条
例

第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
三

大
阪
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
四
月
大
阪
市
条
例
第
二
十
九
号
。
以

下
「
大
阪
市
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境

影
響
評
価
準
備
書
で
あ
っ
て
、
大
阪
市
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び

に
大
阪
市
条
例
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経

た
も
の

四
十
四

堺
市
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準

備
書
で
あ
っ
て
、
堺
市
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
堺
市
条
例

第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
二
第
五
項
後
段
の
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規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
五

神
戸
市
条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
案
で
あ

っ
て
、
神
戸
市
条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
神
戸
市
条
例
第
十
六

条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
周
知

の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
六

尼
崎
市
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で

あ
っ
て
、
尼
崎
市
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
尼
崎
市
条
例
第
十

七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
周

知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
七

岡
山
市
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準

備
書
で
あ
っ
て
、
岡
山
市
条
例
第
二
十
一
条
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
岡
山
市
条
例
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
八

広
島
市
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
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備
書
で
あ
っ
て
、
広
島
市
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
広
島
市
条

例
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
二
第
五
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

四
十
九

北
九
州
市
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書

で
あ
っ
て
、
北
九
州
市
条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
北
九
州
市
条

例
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

五
十

福
岡
市
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書
で
あ

っ
て
、
福
岡
市
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
福
岡
市
条
例
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
の
手
続
を
経
た
も
の

六

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

一

青
森
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
青
森
県
知
事
へ
の
送
付
を
経
た
青
森

七
号
に
掲
げ
る
書
類

県
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
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二

宮
城
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
宮
城
県
知
事
及
び
第
一
種
事
業
関
係
市
町
村

長
へ
の
送
付
を
経
た
宮
城
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

三

秋
田
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
秋
田
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送
付

を
経
た
秋
田
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書

が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

四

山
形
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
山
形
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送
付

を
経
た
山
形
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書

が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

五

福
島
県
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送
付

を
経
た
福
島
県
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書

が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

六

茨
城
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
茨
城
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送
付

を
経
た
茨
城
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
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が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

七

埼
玉
県
条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
埼
玉
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ

の
送
付
を
経
た
埼
玉
県
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

八

新
潟
県
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
潟
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ

の
送
付
を
経
た
新
潟
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は

意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

九

富
山
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
富
山
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送
付

を
経
た
富
山
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

十

石
川
県
条
例
第
二
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
石
川
県
知
事
及
び
関
係
市
町
長
へ
の
送

付
を
経
た
石
川
県
条
例
第
二
百
十
四
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は

意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

十
一

山
梨
県
条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送

付
を
経
た
山
梨
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
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十
二

長
野
県
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
長
野
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送

付
を
経
た
長
野
県
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ

な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

十
三

岐
阜
県
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長

へ
の
提
出
を
経
た
岐
阜
県
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
そ
の
他
必
要
な
事
項

を
記
載
し
た
報
告
書

十
四

静
岡
県
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
静
岡
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村

長
へ
の
送
付
を
経
た
静
岡
県
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書

類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

十
五

愛
知
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
愛
知
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送

付
を
経
た
愛
知
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

十
六

三
重
県
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
重
県
知
事
及
び
関
係
市
町
長
へ

の
送
付
を
経
た
三
重
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
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意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

十
七

滋
賀
県
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
滋
賀
県
知
事
及
び
関
係
市
町
長
へ

の
送
付
を
経
た
同
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨

を
記
載
し
た
書
類

十
八

京
都
府
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の

送
付
を
経
た
同
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

十
九

大
阪
府
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
阪
府
知
事
へ
の
提
出
を
経
た
同

条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
十

和
歌
山
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
和
歌
山
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ

の
送
付
を
経
た
和
歌
山
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又

は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

二
十
一

鳥
取
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
鳥
取
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の

送
付
を
経
た
鳥
取
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
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二
十
二

島
根
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
島
根
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の

送
付
を
経
た
島
根
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意

見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

二
十
三

岡
山
県
条
例
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
岡
山
県
知
事
及
び
関
係
地
域
を

管
轄
す
る
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
同
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

又
は
意
見
が
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

二
十
四

広
島
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
広
島
県
知
事
及
び
関
係
市
町
長
へ
の
送

付
を
経
た
広
島
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
十
五

山
口
県
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
山
口
県
知
事
及
び
関
係
市
町
長
へ
の
送

付
を
経
た
山
口
県
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見

書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

二
十
六

徳
島
県
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
徳
島
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の

送
付
を
経
た
徳
島
県
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
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見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

二
十
七

香
川
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
香
川
県
知
事
及
び
関
係
市
町
長
へ
の
送

付
を
経
た
香
川
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
十
八

長
崎
県
条
例
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
長
崎
県
知
事
及
び
関
係
市
町
の
長
へ

の
送
付
を
経
た
長
崎
県
条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又

は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

二
十
九

熊
本
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
熊
本
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の

送
付
を
経
た
熊
本
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

三
十

大
分
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
知
事
及
び
第
一
種
対
象
事
業
関
係

市
町
村
長
へ
の
提
出
を
経
た
大
分
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し

た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面

三
十
一

宮
崎
県
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
宮
崎
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の

送
付
を
経
た
宮
崎
県
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
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見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
類

三
十
二

鹿
児
島
県
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
鹿
児
島
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長

へ
の
送
付
を
経
た
鹿
児
島
県
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

三
十
三

仙
台
市
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仙
台
市
長
へ
の
送
付
を
経
た
同

条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を

記
載
し
た
書
面

三
十
四

さ
い
た
ま
市
条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
さ
い
た
ま
市
長
へ
の
送
付

を
経
た
さ
い
た
ま
市
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

三
十
五

千
葉
市
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同

条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面

三
十
六

横
浜
市
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
横
浜
市
条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写

し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
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三
十
七

川
崎
市
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
開
発
行
為
者
へ
の
送
付

を
経
た
同
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

三
十
八

新
潟
市
条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同
条

第
一
項
の
意
見
書
の
写
し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面

三
十
九

静
岡
市
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同

条
第
一
項
の
意
見
の
写
し

四
十

浜
松
市
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た

同
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し
又
は
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書

面
四
十
一

名
古
屋
市
条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
名
古
屋
市
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
意
見
の
写
し

四
十
二

京
都
市
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
類
事
業
者
へ
の
送
付
を

経
た
同
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し
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四
十
三

大
阪
市
条
例
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
阪
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
同

条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

四
十
四

堺
市
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同
条

第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

四
十
五

神
戸
市
条
例
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
神
戸
市
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

四
十
六

尼
崎
市
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同
条

第
一
項
の
準
備
意
見
書
の
写
し

四
十
七

岡
山
市
条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同

条
第
一
項
の
意
見
書
の
写
し

四
十
八

広
島
市
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
広
島
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
同

条
第
一
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書

が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
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四
十
九

北
九
州
市
条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
同

条
第
一
項
の
意
見
書

五
十

福
岡
市
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
福
岡
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
福
岡

市
条
例
第
十
七
条
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
福
岡
市
条
例
第
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
を
記
載
し
た
書
面

七

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

一

青
森
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

八
号
に
掲
げ
る
書
類

し
た
書
面

二

宮
城
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

三

秋
田
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秋
田
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

四

山
形
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
形
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載



- 67 -

し
た
書
面

五

福
島
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

六

茨
城
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
茨
城
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

七

埼
玉
県
条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
知
事
意
見
書
で
あ
っ
て
、
事
業

者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

八

新
潟
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
潟
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

九

富
山
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
富
山
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
載

し
た
書
面

十

石
川
県
条
例
第
二
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
川
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面
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十
一

山
梨
県
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

十
二

長
野
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
長
野
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

十
三

岐
阜
県
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
第
二
次
知
事
意
見

書
で
あ
っ
て
、
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

十
四

静
岡
県
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
静
岡
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

十
五

愛
知
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
愛
知
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

十
六

三
重
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
三
重
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

十
七

滋
賀
県
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
滋
賀
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
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載
し
た
書
面

十
八

京
都
府
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
意
見
書
で
あ
っ
て

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

十
九

大
阪
府
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
阪
府
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

二
十

和
歌
山
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
和
歌
山
県
知
事
が
述
べ
た
意
見

を
記
載
し
た
書
面

二
十
一

鳥
取
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
取
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

二
十
二

島
根
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
島
根
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

二
十
三

岡
山
県
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岡
山
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面
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二
十
四

広
島
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
広
島
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

二
十
五

山
口
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
口
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

二
十
六

徳
島
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徳
島
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

二
十
七

香
川
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
香
川
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

二
十
八

長
崎
県
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
長
崎
県
知
事
が
述
べ
た
意
見

を
記
載
し
た
書
面

二
十
九

熊
本
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
熊
本
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

三
十

大
分
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
分
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を
記
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載
し
た
書
面

三
十
一

宮
崎
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宮
崎
県
知
事
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

三
十
二

鹿
児
島
県
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鹿
児
島
県
知
事
が
述
べ
た

意
見
を
記
載
し
た
書
面

三
十
三

仙
台
市
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仙
台
市
長
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

三
十
四

さ
い
た
ま
市
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
い
た
ま
市
長
が
述
べ
た

意
見
を
記
載
し
た
書
面

三
十
五

千
葉
市
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
千
葉
市
長
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

三
十
六

横
浜
市
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
審
査
書
で
あ
っ

て
、
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の
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三
十
七

川
崎
市
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
条
例
環
境
影
響

評
価
審
査
書
で
あ
っ
て
、
川
崎
市
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
開
発

行
為
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

三
十
八

新
潟
市
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
潟
市
長
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

三
十
九

静
岡
市
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
静
岡
市
長
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

四
十

浜
松
市
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
浜
松
市
長
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

四
十
一

名
古
屋
市
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評

価
審
査
書
で
あ
っ
て
、
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

四
十
二

京
都
市
条
例
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
京
都
市
長
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面
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四
十
三

大
阪
市
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
阪
市
長
が
述
べ
た
意
見
を
記

載
し
た
書
面

四
十
四

堺
市
条
例
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
準
備
審
査
書
で
あ

っ
て
、
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

四
十
五

神
戸
市
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
評
価
書
案
に
係

る
市
長
意
見
書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
七
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

四
十
六

尼
崎
市
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
準
備
審
査
書
で

あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者

へ
の
送
付
を
経
た
も
の

四
十
七

岡
山
市
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岡
山
市
長
が
述
べ
た
意
見
を

記
載
し
た
書
面

四
十
八

広
島
市
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
広
島
市
長
が
述
べ
た
意
見
を
記
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載
し
た
書
面

四
十
九

北
九
州
市
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
北
九
州
市
長
が
述
べ
た
意
見

を
記
載
し
た
書
面

五
十

福
岡
市
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
準
備
書
市
長
意
見
で

あ
っ
て
、
事
業
者
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

八

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

一

青
森
県
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で

九
号
に
掲
げ
る
書
類

あ
っ
て
、
青
森
県
条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
青
森
県
知
事
へ
の
提
出
を
経
た
も

の
二

宮
城
県
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ
っ
て

、
宮
城
県
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
宮
城
県
知
事
及
び
第
一
種
事
業
関
係
市
町

村
長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

三

宮
城
県
条
例
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ
っ
て
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、
宮
城
県
条
例
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
宮
城
県
知
事
及
び
第
二
種
事
業
関
係
市
町

村
長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

四

秋
田
県
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で

あ
っ
て
、
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
秋
田
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長

へ
の
送
付
を
経
た
も
の

五

山
形
県
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ

っ
て
、
山
形
県
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
山
形
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ

の
送
付
を
経
た
も
の

六

福
島
県
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で

あ
っ
て
、
福
島
県
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
へ
の
送
付
を
経
た
も

の
七

茨
城
県
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ

っ
て
、
茨
城
県
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
茨
城
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
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の
送
付
を
経
た
も
の

八

埼
玉
県
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ

っ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
埼
玉
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
提
出
を
経

た
も
の

九

新
潟
県
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で

あ
っ
て
、
新
潟
県
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
新
潟
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長

へ
の
送
付
を
経
た
も
の

十

富
山
県
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ

っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
富
山
県
知
事
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

十
一

石
川
県
条
例
第
二
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
石
川
県
知
事
及
び
関
係
市
町
長
へ
の
送
付

を
経
た
も
の
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十
二

山
梨
県
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送
付

を
経
た
も
の

十
三

長
野
県
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
長
野
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送
付

を
経
た
も
の

十
四

岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ
っ

て
、
岐
阜
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

十
五

静
岡
県
条
例
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
静
岡
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送
付

を
経
た
も
の

十
六

愛
知
県
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
愛
知
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送
付
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を
経
た
も
の

十
七

三
重
県
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
三
重
県
知
事
及
び
関
係
市
町
長
へ
の
送
付
を

経
た
も
の

十
八

滋
賀
県
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で

あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
滋
賀
県
知
事
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

十
九

京
都
府
条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ
っ

て
、
京
都
府
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

二
十

大
阪
府
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
阪
府
知
事
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

二
十
一

和
歌
山
県
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
和
歌
山
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の

送
付
を
経
た
も
の
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二
十
二

鳥
取
県
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
鳥
取
県
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
鳥
取
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村

長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

二
十
三

島
根
県
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
島
根
県
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
島
根
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村

長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

二
十
四

岡
山
県
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
岡
山
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
へ
の
送
付

を
経
た
も
の

二
十
五

広
島
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
広
島
県
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
広
島
県
知
事
及
び
関
係
市
町
長

へ
の
送
付
を
経
た
も
の

二
十
六

山
口
県
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
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書
で
あ
っ
て
、
山
口
県
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
山
口
県
知
事
及
び
関
係
市
町

長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

二
十
七

徳
島
県
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
で
あ
っ
て
、
徳
島
県
条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
徳
島
県
知
事
及
び
関
係
市
町

村
長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

二
十
八

香
川
県
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
で
あ
っ
て
、
香
川
県
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
香
川
県
知
事
及
び
関
係
市
町

長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

二
十
九

長
崎
県
条
例
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
長
崎
県
知
事
及
び
関
係
市
町
の
長
へ
の
送

付
を
経
た
も
の

三
十

熊
本
県
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
熊
本
県
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
熊
本
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
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長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

三
十
一

大
分
県
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ

っ
て
、
大
分
県
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
知
事
及
び
第
一
種
対
象
事
業

関
係
市
町
村
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

三
十
二

大
分
県
条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ
っ
て
、
大
分
県
条
例
第
二
十
五

条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
第
二
種
対
象

事
業
関
係
市
町
村
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

三
十
三

宮
崎
県
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
で
あ
っ
て
、
宮
崎
県
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
宮
崎
県
知
事
及
び
関
係
市
町

村
長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

三
十
四

鹿
児
島
県
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評

価
書
で
あ
っ
て
、
鹿
児
島
県
条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
鹿
児
島
県
知
事
及
び
関
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係
市
町
村
長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

三
十
五

仙
台
市
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
仙
台
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

三
十
六

さ
い
た
ま
市
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響

評
価
書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
さ
い
た
ま
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
も

の
三
十
七

千
葉
市
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
で
あ
っ
て
、
千
葉
市
条
例
第
二
十
七
条
に
よ
る
千
葉
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

三
十
八

横
浜
市
条
例
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ

っ
て
、
横
浜
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

三
十
九

川
崎
市
条
例
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
条
例
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
川
崎
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

四
十

新
潟
市
条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ
っ
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て
、
新
潟
市
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
新
潟
市
長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

四
十
一

静
岡
市
条
例
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
で
あ
っ
て
、
静
岡
市
長
へ
の
届
出
を
経
た
も
の

四
十
二

浜
松
市
条
例
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ

っ
て
、
浜
松
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

四
十
三

名
古
屋
市
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評

価
書
で
あ
っ
て
、
名
古
屋
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

四
十
四

京
都
市
条
例
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
で
あ
っ
て
、
京
都
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

四
十
五

大
阪
市
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
阪
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

四
十
六

堺
市
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
堺
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の
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四
十
七

神
戸
市
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ

っ
て
、
神
戸
市
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
神
戸
市
長
へ
の
提
出
を
経
た

も
の

四
十
八

尼
崎
市
条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ

っ
て
、
尼
崎
市
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
尼
崎
市
長
へ
の
提
出
を
経
た

も
の

四
十
九

岡
山
市
条
例
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
岡
山
市
長
へ
の
送
付
を
経
た
も
の

五
十

広
島
市
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で

あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
広
島
市
長
へ
の
提
出
を
経
た
も
の

五
十
一

北
九
州
市
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書
で
あ

っ
て
、
北
九
州
市
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
北
九
州
市
長
へ
の
提
出
を
経

た
も
の
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五
十
二

福
岡
市
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

で
あ
っ
て
、
福
岡
市
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
福
岡
市
長
へ
の
提
出
を

経
た
も
の

九

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

一

青
森
県
条
例
第
二
十
六
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

二

宮
城
県
条
例
第
二
十
三
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

三

宮
城
県
条
例
第
三
十
五
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

四

秋
田
県
条
例
第
二
十
三
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

五

山
形
県
条
例
第
二
十
二
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

六

福
島
県
条
例
第
二
十
三
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

七

茨
城
県
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

八

埼
玉
県
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

九

新
潟
県
条
例
第
二
十
三
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書
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十

富
山
県
条
例
第
二
十
四
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

十
一

石
川
県
条
例
第
二
百
十
九
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

十
二

山
梨
県
条
例
第
二
十
七
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

十
三

長
野
県
条
例
第
二
十
二
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

十
四

岐
阜
県
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

十
五

静
岡
県
条
例
第
二
十
六
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

十
六

愛
知
県
条
例
第
二
十
二
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

十
七

三
重
県
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

十
八

滋
賀
県
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

十
九

京
都
府
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

二
十

大
阪
府
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
公
示
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

二
十
一

和
歌
山
県
条
例
第
二
十
一
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

二
十
二

鳥
取
県
条
例
第
二
十
五
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書
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二
十
三

島
根
県
条
例
第
二
十
二
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

二
十
四

岡
山
県
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

二
十
五

広
島
県
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

二
十
六

山
口
県
条
例
第
二
十
三
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

二
十
七

徳
島
県
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

二
十
八

香
川
県
条
例
第
二
十
三
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

二
十
九

長
崎
県
条
例
第
三
十
三
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

三
十

熊
本
県
条
例
第
二
十
三
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

三
十
一

大
分
県
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

三
十
二

大
分
県
条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三

条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

三
十
三

宮
崎
県
条
例
第
二
十
三
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

三
十
四

鹿
児
島
県
条
例
第
二
十
四
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書
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三
十
五

仙
台
市
条
例
第
二
十
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

三
十
六

さ
い
た
ま
市
条
例
第
二
十
二
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

三
十
七

千
葉
市
条
例
第
三
十
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

三
十
八

横
浜
市
条
例
第
三
十
三
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

三
十
九

川
崎
市
条
例
第
二
十
七
条
の
公
告
を
経
た
条
例
環
境
影
響
評
価
書

四
十

新
潟
市
条
例
第
二
十
六
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

四
十
一

静
岡
市
条
例
第
三
十
三
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

四
十
二

浜
松
市
条
例
第
三
十
四
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

四
十
三

名
古
屋
市
条
例
第
二
十
四
条
の
告
示
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

四
十
四

京
都
市
条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

四
十
五

大
阪
市
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

四
十
六

堺
市
条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

四
十
七

神
戸
市
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書
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四
十
八

尼
崎
市
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

四
十
九

岡
山
市
条
例
第
二
十
八
条
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

五
十

広
島
市
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

五
十
一

北
九
州
市
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書

五
十
二

福
岡
市
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
公
告
を
経
た
環
境
影
響
評
価
書


